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古墳の正面に締められた奈

一茨城県つくば市平沢3 出土骨蔵器-

田中 裕@

1 ，はじめに

J陪

茨城大学考古学研究室とつくば市教育委員会が 2007年に実施した茨城県つくば市平沢 3号令

墳の発掘調査の成果は，古代の歴史的景観復原という観点から極めて興味深い結果が符られ

た 1)。同古墳の横穴式石室では，その前庭部分に奈良時代の火葬墓が営まれていたという oji:実

である。このことは古代地方政治の実態を考える上でも， 日本の古代政治史の本質的Jm併を進

める上においても重要な示唆に富む。火葬墓は真l時代の終長と!司に導入された，新しし¥11，1]:

代の幕開けを告げる墓tl11Jであるが，その火葬墓が単なる進H5z'i'lや先の表象にとどまらず，

強い政治性をもって営まれたが"Jとして， とくに，古墳の正面に骨j践器を後から納めた平沢 3号

墳出土骨蔵器を詳細iに分析した上で，J詩1mの遺跡との有機的関係をj.OJくというJR史的長観複)Jj(

を通じて，こうした行為に映された政治的・社会的背景に迫ってし 1く2)。

II，火葬墓の立地と出土状況について

1.平沢 3号墳の立地(第 1図)

(ITII:II 硲)

平沢 3号墳は，茨城県つくば市平沢字 609ほかにある。周辺は常総台地の北縁にそびえる筑

波山麓にあたり，一見，独立III全にみえる筑波山から，南東に延びた長い尾根の南麓斜面には，

5基で構成される平沢古墳群が築かれている。このうち l号墳のj実丘と石室， 2-4 

については，筑波大学考古学研究会による測量調査で把握された(椅原ほか 1982)0

古墳群中最大の古墳・平沢 l号墳は，最も高い標高 140-150m付近に位置する。一辺 30mの

方墳とされ，筑波地区に前期から連綿と築造されてきた首長墓の系譜に連なるもので，その最

後を怒りる終末期!の大型方墳とみられている(岩崎 1990)。近隣の路頭で採取できる筑波石

母片岩)をm し 1 た， T 字形復室構造の板石組横穴式石室が南に I~号口する。

l号墳から少し離れた襟高 60m付今近の位置に並んで築かれているのが 2号墳， 3号墳， 4号

墳である。 i号墳に近い|時期，すなわち 7世紀代に築造された終末期古墳とみられ，し吋どれも

j守支出張石組横穴式石室がほぼ南向きに I~ig 仁i している。
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平沢 3号墳は，この 3基の仁|コ央に位置する。つくば市教育委員会による 20051=1三の測量調査

によって，二!と1J(lJに山を背負い， IJJの斜面を三方堀で切り出したいわゆる riJJ寄せ」の特徴をも

つことが図示された(石橋 2005)。古墳を背にして南に目を転じると，左右に丘陵と台地，中

央にエ也，そして平地の[白}こう側に霞ゥ浦へと続く桜川とその支流が見下ろすことができ，こ

の立地条件は，風水の知識に基づ、いた造墓計画によったことを物語る。

さらに遠方を見渡すと，左(南東)に延びた尾根の麓に，エIZ沢古墳群に先行する山口古墳群

が存在する(滞ほか 1982)。 ブ子，右(南西)方向 lkmの台地上には，財|霊法人茨城県教育

財団により大規模な発担調査がなされた，仁中i

遺』助跡功掠;は沢古j寅irt:にやや先行する後期の北条中台古墳群が展開するとともに，古代には中核

lめな集落遺跡であり，遺跡の南側の一角には古代寺院として知られる，北条仁|コ台廃寺が位置し

ている。またこれより西 1km地点には，古代末~仁|コ l:tt初頭の寺院跡として著名な日向廃寺が

あり代に連おもと寺院が営まれた地域であることがわかる O そしてなにより，平沢 3号墳の

右正而(南南西) Ij良iてわずか 0.6km地点に古代の「筑波郡家」跡と推定される平沢吉街遺跡

が位置している点が重要である O

工IZ沢官術遺btJ);は，茨城県住宅供給公社による団地造成計画に基づいて， 1975 (昭和 50) 年
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から 3年間にわたり，茨城県教育委員会が調査を行った(水野ほか 1979)。その結果， I!バ

街遺跡として重要性が認識され， 1980 (昭和 55) 年には I~l 史跡に指定されている。 1993 (平

成 5)年から 2年間実施された史跡公圏整備のための事前発掘調査では，開立柱建物跡 551来，

礎石建物基壇跡 4基，大溝跡・ tllll'ヂIJ跡のほか竪穴住居跡 25qi干が確認され，筑波郡家の正倉院

が存在したことが確かめられた。現在は復元された校倉，こと倉，板倉の正倉建物 3t束が公涼iの

シンボルとなっており，平沢 3号壌に近接する平沢 2号墳付近では視界を遮る木がないため，

復元建物を間近に見下ろすことができる。

このように，平沢古墳群の所在する地域は，古代において筑波1郡¥1部1ち:の l仁ヰ:千干判j=

ている場月所j号?でで、あり， これらと平沢古墳群が有機的関係で存在することが想定される。

2. 火葬墓の出土状況(第 21立J)

骨蔵器は，横穴式石室前庭音r)の精査cjコに完形の状態で出土した。須恵器短顕盗 1{lJIiJ体と，須

恵器高台杯 2{Iill {本で構成され，石室前庭部床面に堆積した厚さ 0.3111 ほどの堆積 i二 II~I にあり，

これを浅く掘り込んだJm.状の凶みの中で，石に閉まれるように出土した。

査はやや東方に傾いた正位の状態，杯 1}~=Z は査に有:り添うように伏せた状態，もう 1 }ム，1;(I 

せた状態態、でで、査にf寄寄り桂掛掛iト、かつて出土している O 玄安:Î置宣当 J初初~り列]月!り]の姿でで、はなく， その後に動かされている

ことは明らかであるが，大量の石塊とともに出土したにもかかわらず，二i二}王により杯の間恨の

一部にヒヒ、、が入っていたほかは奇跡的に良好な状態で、出土し明雄な欠損はみられなし¥(写真 1)0 

位置関係からは，短頚査に高台杯を荒として 2枚重ねた可能性と，杯 1}誌を台にして伝をhHき，

杯 i点を葉にした可能性がある。ただし，後述するように， 3 {日If本はセットをなすものと考え

られる。両方の杯には口縁部の強い反りが認められ，実物を患の悲として被'せてみるとの

肩にこの反った口縁部が隙間なく密着してよく安定する。また， 2枚の杯の反りが一一致するため，

蓋を 2枚重ねにした場合もよく馴染む。杯は 2i女とも蓋として組合せることを想定した作りで

あったか，わざわさ、蓋に馴染む品を厳選した可能性が高い。

ただし，完全に埋設されて土に覆われていたとすると，査本体が傾いたり，蒸が外れて落、ら

た点が説明できない。火葬墓は大きな転落石がある中でその隙間から出土しており，現時点で

は，安置の際に石の間の空間を利用して天升二を覆わないか，木板等で、蓋をして，小さな空間が

保たれていたと考えている 3) (写真 2)0

患の中には隙|習のない状態まで土が充jilliしていた。そこで，土ごと査を持ち帰り，慎重に水

洗したが，骨・歯の遺存体等を確認することはできなかった。

ill，須恵器について

1.骨蔵器の組合せ

(1王i中裕)

平沢 3号墳の前庭A部から発見された 3点の須恵器は(第 3I)Z]) ，後述するように，し¥ずれも
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300) 平沢 3号墳現状誤IJ量図(I第 21認

古墳の築造・埋葬のH寺~1Jj からは l 世紀近くも後のものである。奈良H寺代初頭のものと考えられ，

出土これを墓前祭niBや古墳への土器供献と解釈するには，器種や点数が少な過ぎる感がある。

むしろ短頚査と高台杯この 3点は別総に据え置かれていたのではなく，状況を{子治11にみると，

逆位は一つのセットをなしていた状況がうかがえる。短頚査の体部に密着していた高台杯は，

もう一方の高台杯はその上をさらにがずれ落ちたもので，で盗の口に被せられていた「内

底部付近に移動したものと，復元的に解釈で査の傾きと同時に転落，「外主主Jが，護っていた

(第 4図)。杯類や鉢を重ねて査の蓋とするのは 茨城県南部の骨蔵器に一般的にみられきる

仁jコに火葬骨こそ遺存していなかったが 3点の組合せ方からこれが骨蔵る組合せである O

された骨蔵器は，茨城県器で、あったことはほぼ間違いないであろう O 古墳の前庭部に「追葬j

年代や性格の検討を以下にその詳細を報告し，よって，下では大変珍しく貴重な発見である。

加えておくことにする O

2. 須恵23の:持徴

全体にはひびや磨耗も認められない完形品で，保存口縁にわずかな表面剥縦があるものの，
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古墳の正面にが]められた奈良時代の火葬墓

写真 i 平沢 3号lJbt出j二骨Ji義者副会出状況

写真 2 平沢 3 号墳出土~'1守政器

状態、は良好で、ある。仁i縁は短く し，肩を横方向に強く張り出す。Jl!可は短く，径の大きな平

jまに直結しており，高台は設けられていない。法量は，口径 10.0CIll，底径 14.7CIll，器高 15.8Clll， 

最大径はj育部で、 21.3CI1lをはかる。器壁はかなり j享く， J阿部で、約 1CIll，底部では 1.5Cll1ほどもあ

るため，手に取るとずしりとした重みを感じる。

粘土紐の[¥1命積みもしくは巻上げによる成形で，外部はロクロ回転によるへラナデ調整を行う

一方，内面は指ナデと指頭j王痕を残している。 }W~lの下位には強いへラ ì~1Jりを行って器形の歪み

を調整しているが，なおも器壁は厚く，の重量filJi成にまでは及んでいない。口縁の先端はエツ
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O 10cm 

第 31翠 平沢 3号墳出土骨蔵器 (1: 3) 

O
t
 

10cm 

第 41玄! 平沢 3号J寅火葬墓復原案 (1: 4) 
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古墳の正面に納められた奈良時代の火葬墓

ジを立てて平坦に切り揃えられており，この点においては端整なっくりが感じられる。底裏に

はへラや糸による切り離し痕はみられず 半乾燥時に軽いへラナデを施して平坦に繋えた程度

で、ある。

j治土には径 0.5-1mlllの長石粒を多量に含む他， I百!大の石英粒も少量認められる。さらに色の

くすんだ白雲母が微量に確認され，特に内面には多めに認められる。これは査の焼成時におけ

る内外面の温度差によるもので，査の|村1WJは白雲母:の分解温度まで達しなかったためであろ

うO 焼成温度はおよそ 1000
0

Cと推定され，比較的良く焼き締まっており，色調は灰色を呈する。

生産地は， I~l 雲母の存在から新治窯産で、あることはほぼ間違いない。

( 2 )高台杯(第 3密:1， 2) 

いわゆる杯 Bと称されるもので，形態，法量の良く似た高台杯が 2点存在する。うち i点は

口縁が害IJれた状態で、出土したが，破片はすべて接合され完存している。 2点とも使用による磨

耗がみられず，器国の触J誌は新品を思わせる。器形は大きな底部に低い高台が付き， {本tfl)は底

部との境に陵をもって強い角度で立ち上がる。体部のラインは直線的で， I二!縁部の付近で強く

外反する。法量では僅かな違いがあり， 1 !J~ I二l径 13.2CIll，底径 11.2Clll，器高 4.1CIll，高台径 9.9CIll， 

高台高 0.7cmで， 2が口筏 13.0CIll，法径 10.8CIl1， 3.6 C111，高台径 8.6CIll，高台高 0.6CIllで‘ある。

製作技法およびJJ台土は 2点とも共通している。ロクロ回転により比較的薄手に成形され，誌

面には回転ナデ調整が了寧に施されている。高台のつま先や口 j言語:はシャーブ"(こ1-1:J二げられ，

底部と体部の境目にもエッジが立つO 金属器lめな端整さや硬質J惑を感じさせるっくりである。

外底面の調整に若目するならばコクロからの切り隊しは回転へラ切りで行い，その後にひっ

くり返して底面を回転へラ削りで平坦に整え，最後に高台の取り付けーに伴し¥18:lil伝ヘラナデを施

している。へラ ~IJ りによって移動した粒子の方向や内法面に残るロクロ|ヨなどから，口ク iコの

回転方向は反時計周りである。胎土には径 1Illlllの長石と石英粒を少量含む{也径 1.5Ill lllの I~

母も少量認められる。焼成は良好で，色調は灰色を呈している。生産地は，白雲母の存在から，

短類査と同様に柔rr治窯産とみられる。

3.年代

短堅実査と高台杯は両者とも新治窯跡群の製品と考えられるが，同窯bWrから出土した周知の資

料仁iコに同形のものは存在せず，また消費地で、ある集落遺跡においてもこのような形態はあまり

例をみない。新治窯跡群l宇の未知の窯で，少量生j草され，特定の集団に供給された須恵器の可

能性が高く，県内の周知]資料との比較ーだ、けで、生産時期を絞ることは難しい。以下，県外各地の

窯跡資料も参!~寝しながら，現時点での見解を示しておく。

( 1 ) 

新治窯跡群ではきわめて生産量の少ない器種の一つで、ある。貯蔵具として一般的に生産され

ているのは，休部に口pき自の付いた広口議であり，長頚査や短頚査は，県!大j地域で、は東海!:J衰の
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良質な搬入品でまかなう傾向が強い。 Jl台土に白雲母を含み，明らかに新治窯跡群の製品と認め

られるものは，つくば市柴崎遺跡IIII玄 174号住居跡で出土した，体部外国に同心円のIJfJき目を

付けた短頚査片があげられる (¥1，口 1994)0同心円の!JfJき自や内面の「当て具」痕は，平沢 3

号墳の短頚査にはみられないものであり，底部の欠失により高台の有無も不明であるため， I司

類とはいえないものの，屑を怒らせた横張りの強いflI~J部には共通性が認められる。外部に同心

P=Jの叩き目を付けるものは，茨城県内で、はかすみがうら市 (1日千代田IllT) 一一了田窯跡(新治窯

跡群の一つ)の段階の裂や査に僅かにみられる特徴である。一了間窯跡は，杯蓋の「かえり」

が;最も退化した段階の窯であり， 8世紀第 11211半期に位置づけられている(赤井・吉津 1997)0

五Jy治窯跡11宇で、生産ーされた短頚蛮としては最古段階にあたる。

新治禁断;11平にi浪らず，茨城県内で、出土した短頚査で古手の例としては， 日立市金木場遺跡出

ゴ二のj天草111短頚査が注目される。短!lI司で強く横張りした短頚査で，愛知県尾北窯の 2 

式期とされている (8世紀第 i四半期，浅井 1993)0底部が引き締まり，高台が付く点で，

沢 3 号墳の短額壷とは違いがあるものの，やはりJl間部形態には共通 I'~主を認めることができる。

一方，紀年銘史料を伴う短頚査では，手1]銅 7j:1三 (714) の墓誌を伴う僧道薬骨蔵器がある。

これは大阪府:陶邑産の双耳付の有蓋短頚査で， 口径が大きく，横張りの強いJlI可部形態をもっ。

また，正倉院北倉の冶葛査や芭消盗，戎温室は，種々の薬物を納めた短頚査で，天平!l券資 8歳

(756)に大仏に)j包入されたことが知られている。いずれも陶邑産との所見があり(奈良

物館 1997，正倉院事務所 1996)，肩の張りは強し、ものの，イ曽道薬骨j按若itに比べてやや長月間の傾

向が認められる。これを 8世紀半ばの典型的な形態とみるならば，初期の短!日司から次第に長!洞

化するという イ投傾向がつかめる O

以上にn世らしたH寺，平沢 3号j寅の短頚査は，大きな底部に無高台という異質な要素はあるも

のの，短開示!で横張りの強い「古様j に属するため， 8世紀前半でも早い時期，すなわち 8世紀

前菜頃に見立てることが可能と忠われる O

ちなみに，無高台の短頚褒は茨城IHTや石岡市域で、IIJj二i二している骨蔵器にも散見される(し1ず

れも 9世紀， ) 11 :;1:1二・吉津 1995)0それらを新治窯跡産と断定することはできないが，地方窯で

II~HJï-生産される短顕査の目立種的な存在のようであり，高台の有無に i時期的な傾向を見出すこと

は難しいのかもしれない。

( 2 )高台杯

新治窯跡群の初期段階，すなわち 8世紀前葉までは，高台杯も稀少器種の一つである。他

地域の窯跡からみればやや特異ではあるが，最初期の栗山窯跡で、高台杯の断片が数点出土し

ているのみで，次段階の一了間窯li'功;においては高台杯の生産そのものが疑われているほどであ

る。 81企紀仁I::q足以降には一定量の生産が始まり，集務遺跡でも確認されるようになるが，それ

らは平沢 3号墳の高台杯のよりも深身で腰高の形態、となっており，明らかに後出的である(浅

井 1992)0そこで，初期!の新治窯跡群の資料に絞り，高台の有無を|習わず杯の口径を比較する
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ならば，栗山窯跡の杯は口径 15-18Clllを主体としており(吉津ほか 1997)，平沢 3号墳の高台

杯の約 13CIllに対してかなり大きく，最初期の法量とは合致しないことが分かる。続く一一了日ヨ

窯跡や永井寄井窯跡は 13-14CIllが主体で、あるため，むしろこちらの法最と整合するよう vで、ある。

栗山窯跡も一丁i王l窯跡もかえり l付きの杯蒸を生産しており，特に一丁E13窯j跡はその最末

期!の擬似的な「かえり j をもつことで知られ，その消失j併にあたる平城 1JlJlや湖西窯のIV期第

l小期に併行するものと言われている(赤井・吉津 1997)。実年代では 8世紀第 11m半期頃で

ある。架山窯跡はそれに先行して 7tttK，己第 41m半期とされているo---TE13窯跡で、高台杯の生産

は未だに矢口られていないが 平沢 3 号墳の高台杯はおよそこれと併行する i時期のものと I~I 処を

立てることはできるで、あろう O

他地域の窯跡で「かえり」の消失i時期の資料を眺めると，関東では千葉県の永田 17号窯Jl¥みや，

東京都多摩ニュータウン No.446遺矧;1 . 2号窯跡， I司No.513遺跡 i号窯跡などに，関東以外

では大阪府絢邑窯の高蔵 48号窯跡 (TK48) から陶器11121号窯跡 (MT21)，愛知県猿投窯の

岩崎 41号窯式邦1，尾北窯の篠i高J78号窯跡から高j議寺 2号窯納"静岡県湖西窯の古美中村遺跡

A 地点や東笠子 44地点 i号窯Ji功;(湖西窯編年のIII期第 3ノトJjJl後半からlV均j第 1.2小JIJJにかけ

ての諾窯)など，し吋ぶれも 7世紀末から 8世紀前半までの窯跡;資料に 平沢 3号演の1守i台杯と

対照すべき類例を拾うことができる(後藤 1989;鶴11司2000;城ヶ谷 2005ほか)。特に平沢 3号

墳の高台杯は，低い高台をもち，その取りやJ.け位置は底部と{本音1¥の境目の段よりも 1CIll近く内

側IJであるため，底部がひときわ大きく見える特徴がある o Jf支部の端をせりあけfて体l~lí にJili続さ

せる fJj要高」の高台杯とは異なる製作意識がみられる。この点において類例を絞ると，ヌJ<IU 

17号窯跡 (8世紀第 2四半期) や猿投窯の岩崎.41号窯跡， 抑湖jj阻1盟5弘詩窯三の東笠ニ子jeと乙.44J地.u也也u出也ßι~)点l点:

しくはそれと同段F階皆 (ω8-1世主紀第]凹半J期寺羽1) の資料料，が形態的に最もi近近互ε-い。 なお京成県の新治窯

と千葉県の永田・不入窯跡は，ともに湖西窯を中心とする東海方面からの影響のもとに開窯し

た可能性が指摘されている(田所 1997・吉津 1997a)。平沢 3号墳の高台杯の特徴はこの流れに

おいても整合的に理解できるようである。

以上より，この高台杯の年代は，杯蓋の「かえり Jが退化・消滅する一了間窯跡に併行する

時期;から，類似の形態が確認される永田 17窯跡までの時期，すなわち 8世紀前半に比定する

ことができる。百年を三期区分する年代観で言えば，諸窯の類例がやや古手にj認するため， 8 

世紀前葉にまで絞ることが可能と思われる。

、11
'
'

五口

N 茨城県における古代の骨蔵器について

1.分布

茨城県における古代の骨蔵器は，およそ 200点近くにのぼるとみられ，全国的にも屈指火葬

中地であると言える(吉津 2006)0 特にことm~mや石岡市を I中心とする霞ヶ浦北・iJJã岸は，
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70偲以上もの骨蔵器が知られており，水戸市周辺の那珂)11流域と並び，県内で最も密集する

地域である。平沢古墳群の所在するつくば市北部は，その密集地域の中でも北西の縁辺部にあ

たる。この地において平沢 3号墳から発見された骨蔵器がどのような位置を占めるか，以下に

簡単に整理しておく。

2.年代的特徴

短頚査および高台杯は，ともに 8世紀前菜に位置付けられた。現在知られるかぎり，茨城県

下では最古の骨蔵器の一つで、ある。これに比肩する事例は，行方市(1日玉造IIlT) 泉遺跡で発見

されたと言われる骨j銭器で，一了間窯跡段階の擬似I~守な「かえり J のついた須恵器蓋が報告さ

れているが，骨J蔵器そのものが現存せず実態は不明である(吉津 1997b)。茨城県下で発見さ

れる骨蔵器は，大半が 9世紀代のものであり， 8世紀に遡るものは全体数の一割にも満たない()11 

井・吉津 1995ほか)。しかも国分寺造営以前に遡る火葬墓・骨蔵器はほとんど知られていない

状況である。そもそも， 日本における本格的な火葬の始まりは， w続 1::1本紀』文武[zg年 (700)

の僧道昭の火葬を[1お;矢ーとし，実際に近畿圏の遺跡でも 8世紀初頭からようやく確実な火葬墓・

骨蔵器の事例がみられるようになる程度である。平沢 3号墳の骨蔵器は，まさにこの火葬開始

期の骨蔵器の一つであり，茨城県や東日本の範囲を越えて，全国的にも珍しい貴重な事例と言

えるので、ある O

3. 'l~tJi説器の質的特徴

高台杯には金属器1'1守なシャープさがみられ，作りも了寧である。短頚査の口縁部にも端整な

っくりが認められる。器壁の摩さや休部の鈍重さは，それらの鋭敏なっくりに相反するもので

あるが，逆にそれが量産になじまない「うぶJさを表し，特別な生産品であることを示してい

る。手擦れもみられないため，骨j鼓器への利用を意図して入手したものと推測される。新治窯

i跡群の初期段階では，官街や寺院などの需要に応じて限定的に生産・供給された須恵器があっ

たと考えられ，この骨Jm兵器はおそらくそれを流用したものと思われる。 同種の須恵器が集落遺

跡でほとんど認められないのはそのためであろう。一了証i窯跡の須恵器は集落遺跡でも比較的

多く見つかっているが， 1司窯の製品はやや作りが粗く，焼きも甘い特徴があり，これとは対照

的で、ある。

一方，茨城県の官7法器の大半は， 1::1常使用される須恵器や土師器の饗を転用したものである。

また，霞ヶ浦沿岸部には，愛知県猿投窯産のj天前ii陶器を用いた特別な事例も少なくない(およ

そ 9 世紀代，吉津 2003)。土 I~r!î器斐に須恵器杯や蓋で合j をする簡易な骨蔵器で済ませる一方，

優品を求めるi者好も併存しており，被葬者やその親族の立場や財力，火葬に対する特別な想い

などがそこに反映されているようである。平沢 3号墳の場合，近在にある平沢官街の経営と密

接につながる人物が，特別良質な須恵器を入手し得る立場を利用して，この骨蔵器を用意した
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と考えられる。

なお，平沢官街の南に近接する中台遺跡では， 9世紀代とみられる須恵器裂をよれ 1た火葬墓

が数基発見されている(茨城県教育財団 1995)0官街経営に関わる集団の営んだものと推測さ

れるが，平沢 3号壌の骨蔵器とは年代的に隔絶しており，集団の系譜がつながるかどうかは別

として，火葬の採用に連続性は認められない。年代的にも質的にも飛び抜けている点で平沢 3

号j賞の骨蔵器は非常に特殊なものであり，あえて言えばこの造営が古墳から律令社会への移行二

期における象徴的な行為であったと忠われるのである。

4.骨蔵23の被葬者像

この骨蔵器を取り巻く環境を披り返れば， U-1寄せの台地上に立地する平沢古墳併と平沢官街

があり，南方眼 iマには古代の条理跡が広がる。 I鋒接する台地には詳細は不明であるが基J~I をもっ

た中台廃寺跡や， 7世紀から 10世紀まで続く集落跡， 1=1二i台遺跡が存在する。さらに桜)11の流

路を南下すれば，河内郡街に関連するとみられる金田遺跡をはじめとして， i霞ヶ浦仁川i入り j

に至る 11Alの台地上に多数の奈良・平安時代の集落遺跡があり その各所に火葬墓也骨j域主主が発

見されている。政治的，経済的あるいは宗教的にも成熟を遂げる土壌において，新来の葬法で

ある火葬をいちはやく採り入れた人物を推測するならば，当地の

の一員とみるのが自然で、あろう O

ら1¥"15可につながる氏族

8世紀前菜という早いi時期の'1号蔵器は，中央の天皇や官人たちの葬法変化に対して敏感に反

応した人物像を示し，また地元産の{憂れた須恵器の使用は， 1i"15術の経営，ひし¥ては窯業も合め

た生産・流通を管掌していた人物像を示していよう O 古i賞の庭部にこれをj型設したのは，うi己

主!との系譜を意識したものに他ならない。当地譜代の勢力を引き継ぐ者であることを， 111:代を

越えた「追葬j というかたちで示したのであろう。

このような古墳群と宮街 寺院，火葬墓の有機的な関係が認められるのは，千葉県龍角

墳群と埴生君1)街，龍角寺，その周辺遺跡という事例があり(吉津 2004)，また官術は外れるも

のの大阪府柏原市田辺古墓群とその周辺地などもーがJJに加えることができる。古墳への「追葬j

をより強く意識したものでは，群馬県下の古墳の横穴式石室内や前庭部に短頚査が添えられる

例が多数報告されている。伊勢崎市今井三騎堂遺跡では，J吾三彩枕が出土した多13J山 12

の前庭部南方に数点の石製骨蔵器が確認されており(撹乱により除去，未報告)， rrn 15号の前

庭部には火葬跡とみられる土坑が検出されるなど，佐子|二君1)における有力氏族が前11寺代との連続

I.~t を強く意識していた様子が矢/:1 られる(深津 2004) 0 し吋ぶれも律令社会への移行期において，

中央と地方の政治・文化の結節点に立つ者がとった適応行動の一形態で、ある。沢 3号墳の骨

蔵器は，茨城県下の 200点あまりの'1号蔵器に一例を加えたにとどまらず，奈良11寺代初頭の地方

社会を象徴する資料として，全国的視野から評価されるべきものと忠われる O

(吉津倍)
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V まとめ

『常風土記Jの冒頭には常|窪田の置かれる以前についての記事があり，もとは「筑波国」

を含む 6つの思(悶造ml)があったとする。その状況を変えるべく， 7世紀中ごろの立評に始

まった地方行政区自の整備は 8世紀初頭(大宝年間)の国1rl5詰IJに至るまで かなり短期間の

うちに完成するとみられている。そうであれば，この急激な変化は地域社会を註撃するもので

あったに違いない。地域から列島の歴史を読み解く姿勢に立てば，各地の資料を丹念に調べる

ことで，整えられつつあったとされるヤマト王権の地方支配システムについて，より実態に迫

ることがで、きる。

文献に基づく古代史の成果では，この地方再編成の中で， [~造氏をはじめとする在地有力者

集団が，新しい行政組織の役職で、ある郡司などとして取り込まれていくとされている。もしこ

の役職が事実上，窪i造の系諸に連なるものに優先的に割り振られていくのならば，地方におけ

る政治的地位を決定する最大の要素は，伝統的に地域を治めてきた一族の出自そのものにある

ことになり，留郡市jが整備されたにもかかわらず，むしろ国造氏であることが，かえって重要

になった可古伝性がある O

『続日本紀』大宝 2年 4月条に「詔定諸国国造之氏，其名具国造記」とある造記Jは新

国造の氏とその系譜などを記したものj とされるヘ篠)11 賢(1992) は 2ヶ月前の『続日本紀』

大宝 2年 2月条に「為班大幣。!弛駅追諸国国造等。入京j とあることから造記]が入京

した国造らの主張を入れて作成された，ということは十分に考えられることで、あるJ5) とする O

つまり， I~I造国が評，そして律令 I~I ・!l:;-I) に再編成された後， 8世紀初頭に国造の系譜を整理す

るため，各地から|主!造氏を集めて系譜を申告させ，その主張を入れて登録された国造が「新I~l

造Jということになる。 申告の機会が与えられるならば，密造が新たに認定された可能性は確

かに考えられることで、ある O

8 -1主紀初頭に， 自らの11¥自や系譜を強く主張する運動がみられたとするならば，平沢 3号墳

におけーる火葬墓の存在は樋めて示唆に富む。上記だ、けで、なく，系譜意識の高揚する現象は歴史

上幾重にも波となって現れるがへ 8世紀初頭はその中でも大波であった可能性がある。 地j戒

を統治することを主権に認めさせるためには，自身がその地域の伝統的な有力者の系譜に連な

るということを，地域でも認められていなければならない。もし平沢古墳群が筑波国造または

それに近い集団の墓として認知されうるならば，そこにあえて近縁者の火葬墓を営むことによ

り，火葬基の造営主が筑波郡に関わる正当性を示すことにつながると考えてよい。

火葬墓にmし1られた'1号Jff&-*誌は，地元の新治窯産ーで、ある。その造形は窯や集落出土資料とはまっ

たく;足質ーにみえるほど繊細なもので， ~寺注 15:! とみられる。高台杯が短頚査の蓋によく合わせら

れていることから，工人は製作と何時に組合せのn今味に|捺しでも，注文者の期待に全力で応え

たとみられる。このことから，造営主は新治窯の工人集団にとって特別な存在であったことは

11在実で、ある O 須恵器工人を掌J屋できることも，正当性の主張につながることであったのかもし

'">E 
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れない。もしそうみてよいならば，むしろ地域にむけて地盤を固める意識の表出ということに

なる。

新来の火葬をいち平く取り入れることができたならば，いくら特注品とはいっても，地元の

新治窯産の骨子H;lX器を使うことに疑問があるかもしれない。しかし，本例は骨Jm兵器として全国1'1守

にも早期の例であり，専用容器として既製の優品が準備されている|時期ではない 7)。加えて，

注文者が地元工人に影響力を行使して特注品を製作させ，かつ，その製品を使用してみせるこ

とは，在地における力を象徴する。この行為は，注文者が地域に保持する力の正当性を強く主

張したい場合には，とりわけ理に適ったものとなる。とすれば，国百iではなく，地域的伝統性

が強調・指摘される郡司に連なる集団によるこのころの骨蔵器としては 本例のあり方こそむ

しろ理解しやすし ¥0

出自や系譜の主張をしておこうという同様の運動は，前節jで、触れているようにおそらくは筑

波郡に限ったことではなく，競うように広く巻き起こっていた可能性がある。今一ー度その I~I で

古墳の追葬や，古墳周辺の古代墓・祭配遺構を注意深くみていく必要があろう。

こうしてみると，地域によって意味するところの重要性に差があったにせよ， 1責任や石室に

より視覚効果の大きい「古境Jは，築造された以降も，奈良時代に至るまで地域にとって大き

な意味を持ち続けている実態も見えてくる。このことは，歴史的遺産がそれ自体，地域の景観

として不可欠な要素であり，かっ地域の歴史の基礎をなす存在で、あることを示す。ゆえに，こ

れからも伝えていくべき地域の「たからj で、あることは，いうまでもないことで、ある。

( I万仁I~I 裕)

発掘調査は茨域大学考古学研究室が中心になって実施したが，つくば市を通じて筑波大学学

生にも一部参加していただき，筑波大学川西宏幸氏には現地にてアド、バイスを賜った。このよ

うな縁により，同大の谷口陽子氏の好意により本誌に寄稿させていただし 1たものである。調査

の際には，代々古墳を守ってこられた地主の前島浩子氏と，つくば市教育委員会の方々に大変

なご尽力を賜った。また，土浦市上高津貝塚ふるさと歴史の広場・堀部猛氏に多大なる街i教示

を賜った。記して謝意を表したい。

小稿の文責は各章末に括弧書きで記した。遺物実担、IJI辺は茨城大学学生小林佳南子，石EEI友里

岡本真季が作成し田中がトレース，他の図は問中が作成した。なお小稿は， 2010年度文

部科学省科学研究費補助金基盤研究 (C) rw常国風土記』にみえる律令期以前の歴史的景観

復原に関する実証的研究J(研究代表者:田中裕)による成果の一部で、ある。

( I:EJr~二i 硲:茨城大学人文学部)

(吉津悟:奈良国立侍物館学芸部)
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註

J)この調査は，古墳を修復して将来に残していきたいという，この土地の所有者で、ある前島浩子氏の強い

意向により，修復工事に先立って最小限の学術調査を行ったものである。この経緯については，日IJ途作

成する本報告において詳述する。

2)火葬墓のI:!jj二状況等については，平沢 3号墳の発掘調査報告の際に行う石室の事実報告に譲り 3 ノト稿では，

火葬墓そのものの特徴と，作られた既史的背景に焦点を当てることに専念する。

3)出土状況については別途詳細に報告するが，本古墳の石室は中・近世に再度手が加えられて霊場に生ま

れ変わることから，そうした古墳今の再利用が繰り返される中で，周囲がj卦れ，土が激しく流入する機会

があり，蓋が外れたり容器が傾くことにつながったのではないかと考えている。

4)岩波新古典文学大系腕l注。現部猛氏のご教示による。

5) 問機の指摘はすでに子 FE1IJI~1 (1973) でなされているという。

6)系|玄!そのものを作;;臼することにつながる現象で，中ij上前期iや近世もとくに多くの系IZlが作出される。

7)茨城県の場合， 7世紀末から 8世紀初頭の演は圧倒的に土Ijili器が多く，搬入品の須恵器は少ない。背'蔵

器lこ相応しい短顕査については， 81世笠紀後土半iド土から搬入iJi弘i;i;il

る ( 吉 j津望宰~ 2却004，2006) 。
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Cinerary urn of the Nara 

田中 裕・吉津悟

recovered from the 日irasawaNo. 3 

TANAKA， Yutaka 

YOSHIZAWA， Satoru 

In 2007， a cooperative excavation between the Ibaraki University and the Tsukuba City Board of 

Education discovered a cinerary urn from the Nara period (8
1h 
century) in the front terrace of Hirasawa 

NO.3 tumulus of the Kofun period (7111 century). The Kofun burial mounds would have had an important 

visual impact or value in the local landscape even in the later periods due to their size and position. 

The cinerary urn， 1・epresentedby a sophisticated shape and form was produced at the Niihari kiln 

and must have been a specially ordered item by the local political chief. 

ln the 8th Century， the central government in Yamato established a bureaucratic system in order to 

keep wider regions of Japan under its direct control. It established the "Gun" system to administer local 

territories of the central government， and employed local elite who claimed descent from regional chiefs 

of the Kofun Period as bureaucrats. In this sense， the cinerary urn from Hirasawa may prove to have been 

purposely created by a local leader during the Nara Period as a proof of 0伍cialdescent from chiefs of 

the Kofun period 

40 


	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045

